
議会改革特別委員会 

 

日時：令和６年３月26日（火） 

議会運営委員会終了後 

場所：第１委員会室 

 

１ 市民の市議会への参画の在り方について 

 (1) 議会モニター制度について 

 (2) 自治法上の議会の在り方について 

 (3) ＨＰのリニューアル・ＳＮＳ・公式ＬＩＮＥの活用法のついて 

 

２ その他 

 (1) 議員研修について（高沖氏） 



 

令和６年３月 26 日 

議会改革特別委員会資料 

 

 

議会モニター制度について 

 

 

議会事務局担当書記 

 

１ 概要 

 議会モニター制度とは、議会活動について市民からの要望や提言を聴取し、議会運

営に反映する仕組みである。この制度は、推薦や公募等によって選出された市民が、

定例会や委員会等を傍聴したり、議会だよりやホームページを見たりして、議会に意

見を提出する制度である。その他、議会広報を専門とした広報モニター制度を取り入

れる議会もある。これは、広報の企画・編集などに特化して、市民から意見を取り入

れるものである。 

 

２ 主な議会モニターの業務（他市議会の一例） 

(1) 会議（非公開で行われるものを除く。）を傍聴又は視聴し、当該会議の運営に

関する意見を提出すること 

(2) 「議会だより」及び「議会ホームページ」に関する意見の提出をすること 

(3) 議長が依頼する市議会の運営等に関する調査事項を回答すること 

(4) 議会モニター会議へ出席をすること 

(5) 議会報告会へ出席をすること 

(6) 市議会議員と意見交換をすること 

(7) そのほか、議長が必要と認めたこと。 

 

３ 他市議会での成果 

 別紙のとおり（四日市市議会モニター制度 成果） 
















